
堺市路上喫煙等マナー向上に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における喫煙及びまちの美化に関するマナーの向上を図り、もって市

民の安全・安心・快適な生活環境の確保に資するため、市、市民、事業者及び公共的団体（以

下「市等」という。）が協働して路上喫煙の防止及びポイ捨ての禁止を継続的かつ重点的に推進

するために必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、堺市安全・安心・快適な市

民協働のまちづくり条例（平成２１年条例第２６号。以下「条例」という。）において使用する

用語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 路上喫煙 条例第１６条の規定により制限される公共の場所における喫煙（自動車（道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する自動車のうち大型自動二輪車及び普

通自動二輪車以外の物をいう。）内において行う喫煙を除く。）をいう。 

(2) ポイ捨て 条例第１４条第２項第１号に規定する行為をいう。 

（路上喫煙等マナー向上重点啓発区域の指定） 

第３条 市長は、路上喫煙等禁止区域のほか、公共の場所のうち、路上喫煙及びポイ捨てによる

まちの環境の悪化を防止するため、特に必要があると認める区域を、路上喫煙等マナー向上重

点啓発区域（以下「マナー向上区域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、マナー向上区域を変更し、又は廃止することができる。 

３ 市長は、マナー向上区域を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を広報その他の方

法により市民に周知するものとする。 

（マナー向上区域における喫煙の制限） 

第４条 何人も、マナー向上区域において、路上喫煙しないよう努めなければならない。 

２ 市長は、マナー向上区域において路上喫煙をしている者に対し、当該行為をしないよう指導

するものとする。 

（マナー向上区域における啓発活動等） 

第５条 市長は、マナー向上区域において、路上喫煙の防止及びポイ捨ての禁止並びに喫煙及び

まちの美化に関するマナーの向上（以下「路上喫煙等マナー向上」という。）のため、啓発活動

等の必要な施策を重点的に実施するものとする。 

（自主的な活動への支援） 

第６条 市長は、マナー向上区域において、市民、事業者又は公共的団体が行う路上喫煙等マナ

ー向上のための活動等に対する支援を行うものとする。 

（堺市路上喫煙等マナー向上サポーター） 

第７条 市長は、路上喫煙及びポイ捨ての防止に関し、市等が協働した取組みを推進するため、

堺市路上喫煙等マナー向上サポーター（以下「サポーター」という。）の登録制度を設けるもの

とする。 



（サポーターの資格） 

第８条 サポーターの登録を受けることができる者は、市民（３人以上で共同して活動できる場

合に限る。以下「サポーター市民団体活動者」という。）、事業者及び公共的団体のうち、第１

条の目的に賛同し、かつ、次条第１項に規定する活動に参加する意思を有する者とする。 

（サポーターの活動内容） 

第９条 サポーターは、市が提供する路上喫煙及びポイ捨ての防止啓発に関するポスターの掲示

及びチラシの配布を行うものとする。 

２ サポーターは、市が実施する路上喫煙等マナー向上のための活動に参加することができる。 

（サポーターの登録申込） 

第１０条 サポーターの登録をしようとする者（サポーター市民団体活動者にあっては、その代

表者。以下「申込者」という。）は、堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録申込書（様式第

１号）により市長に申し込まなければならない。 

（登録証の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定による申込があった場合において、その内容を審査し、適当と認

めたときは、その申込者をサポーターとして登録するものとする。この場合において、市長は、

堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録証（様式第２号。次項において「登録証」という。）

を当該申込者に交付するものとする。 

２ 登録証は、申込者がサポーター市民団体活動者である場合において、その団体に名称がある

ときはその名称で、その団体に名称がないときは代表者名で発行するものとする。 

（保険への加入） 

第１２条 市は、市が実施する路上喫煙等マナー向上のための活動に参加するサポーターについ

て、ボランティア保険に加入するものとする。ただし、当該サポーターがボランティア保険へ

の加入を希望しない場合は、この限りでない。 

（登録期間） 

第１３条 サポーターの登録期間は、第１１条第１項の規定により登録をした日から次の各号の

いずれかに該当するときまでとする。 

(1) サポーターからその登録を廃止したい旨の申し出があったとき。 

(2) サポーター市民団体活動者にあっては、市民でなくなったとき。 

（登録の取消し） 

第１４条 前条の規定にかかわらず、市長は、サポーターがこの要綱その他法令等に違反する行

為を行ったと認めたときは、当該サポーターの登録を取り消すものとする。 

（委任） 

第１５条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年１１月１日から施行する。 

  



  堺　市　長　殿

住  　所      　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名

（団体名称）　　　　　　　　　　　　　　㊞　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　堺市路上喫煙等マナー向上に関する要綱第１０条の規定により、次のとおり申し込みます。

注意

Ｅメールアドレス
（代表者でお持ちの方

のみ）

・

　　　　人

堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録申込書

  　　年　　月　　日

（上記住所と異なる場合のみ、ご記入ください）

 ポスター掲示・
 チラシ配架場所

電話番号

　 別紙のとおり 参加者名簿

ファックス番号
（代表者でお持ちの

方のみ）

保険加入
希望人数

 保険加入の
 希望の有無

有　　・　　無　

申込者　

　１　申込者が事業者又は公共的団体である場合は、申込者の欄に主たる事務所の所在地並びに名称及
　　び代表者氏名を記入してください。
　２　申込者がサポーター市民団体活動者である場合は、代表者の氏名を申込者の欄に記入してください。
　　また、その団体に名称がある場合は、その名称を団体名称欄に記入してください。

 啓発活動等への
 参加意思

有 無

□同意します　　　　　　□同意しません
登録者名の市ホー
ムページへの掲載
について

様式第１号

 



 

 

堺市路上喫煙等 

マナー向上サポーター登録証 

 

 

登録第    号 

 

氏名又は団体名 

 

                    

 

 

堺市路上喫煙等マナー向上に関する要綱第１１条第１項の規定により、 

路上喫煙等マナー向上サポーターに登録されたことを証します。 

 

 

 

  年  月  日 

 

堺市長                  印 

 

様式第２号 

 


